
令和３年度重点事業について
令和３年度当初予算の概要

①１６,７２５,９８４千円（障害者福祉推進課） 政策経費の推移
②３８,２３９,９４９千円（障害福祉事業課） （人件費、社会保障費 ・平成３０年度　１,９０５,９７８千円（２課合計）
合計５４,９６５,９３３千円（前年度当初比２,７３２,０３９千円　５．２％増） （義務的経費）を除いた額）・令和元年度　１,９４３,５２３千円（２課合計）
うち社会保障費 ・令和２年度　２,３２６,１７６千円（２課合計）
①１５,４３０,６４７千円（障害者福祉推進課） ・令和３年度　２,４６４,７００千円（２課合計）
②３６,８４０,７７０千円（障害福祉事業課） 　　１,０７８,４７４千円（障害者福祉推進課）

合計５２,２７１,４１７千円（前年度当初比２,５８０,９３４千円　５．２％増）  　 １,３８６,２２６千円（障害福祉事業課）

主要施策 取組の方向性（七次） 数値目標（七次） 事業名等 事業概要 令和元年度決算額（千円） 令和２年度当初予算額（千円） 令和３年度当初予算額（千円） ※委員意見（２年度） ※委員意見（３年度） ※委員意見（４年度） 説明

３障害のある人
へ の 理 解 を 広
げ 権 利 を 擁護
す る 取 組 の 推
進

３－（１）－①、② ３－１共生社会という考え
方を知っている県民の割
合
３－２障害のある人もな
い人も共に暮らしやすい
千葉県づくり条例に関す
る周知・啓発活動の回数

障害のある人に対す
る理解を広げ、差別
をなくすための事業

・「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」や障害者差別解消法に基
づき、広域専門指導員等により個別の差別事案の解決を図るとともに、以下の施策を重点
的に実施する。
・「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」及び障害者差別解消法の
周知
・条例や障害者差別解消法の趣旨の理解が深まるよう啓発に努めるとともに、「マンガでわ
かる障害者差別解消法」やパンフレット等を活用して、条例や障害者差別解消法の認知度
向上を図る。
・障害者差別解消支援地域協議会、調整委員会の運営
障害者差別解消法に基づき、差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために
設置した障害者差別解消支援地域協議会の運営を行う。
・「障害のある人への優しい取組み」の実施
県内の事業所等で行われている障害のある人への優しい取組みを広く県民に周知する。
・情報・コミュニケーションバリアフリーのための普及啓発の促進
県の各機関をはじめとして市町村や民間事業者において障害のある人の情報保障に必要
な配慮が行われるよう、平成29年3月に改正した「障害のある人に対する情報保障のための
ガイドライン」を活用し、県の各機関や市町村等に配慮を促す。

57,239 70,234 74,763

３障害のある人
へ の 理 解 を 広
げ 権 利 を 擁護
す る 取 組 の 推
進

３－（３）－①、⑥ ３－４虐待防止アドバイ
ザー派遣数
３－５職員対応要領を策
定した市町村数

障害者虐待防止対
策の推進

障害者虐待防止法に基づく虐待事案への適切な対応を図るとともに、障害者虐待の発生
を防止するため、以下の施策を重点的に実施する。
・虐待防止のための研修の実施
施設従事者等による虐待防止を図るため、意識改革や援助技術の向上に資する研修
を実施するとともに、障害者虐待への対応や虐待防止に携わる市町村職員の資質向上を
図るため、対応の流れや留意点等を習得するための研修を実施する。
また、市町村や施設・事業所等の相談に応じ、要望があれば県からアドバイザーを派遣し
て、適切な対応や予防ができるよう情報提供や助言を行う。
・虐待防止のための広報等の実施
リーフレットの配布や講演会を開催することにより、障害者に対する虐待の防止に関する広
報・啓発を行う。
・虐待防止のための市町村等との連携協力
虐待を防止するため市町村等と連絡会議を開催する等、関係行政機関との連絡調整や情
報の共有を図る。

3,442 5,783 5,324

３障害のある人
へ の 理 解 を 広
げ 権 利 を 擁護
す る 取 組 の 推
進

３－（５）－① ３－７手話通訳者・要約
筆記者実養成講習修了
見込者数

・手話等の普及のた
めの事業
・手話通訳者等の派
遣体制整備事業

・平成２８年６月に制定された「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」に基づき、
手話等に関する普及啓発を広く周知していく。
・同条例及び障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、引き続き、聴覚障害者の
ための意思疎通支援のための人材養成の強化と派遣体制の整備及び充実に努める。

46,382 48,241 47,455

手話通訳・要約筆記養
成派遣、盲ろう者向け通
訳介助員養成派遣、手
話等普及啓発、盲ろう者
支援（生活訓練）

３障害のある人
へ の 理 解 を 広
げ 権 利 を 擁護
す る 取 組 の 推
進

３－（５）－⑤ ３－１２　失語症者向け意
思疎通支援者実養成講
習修了見込者数

失語症者向け意思疎
通支援者養成研修
事業

失語症者が、地域で包括的な支援を受けられる体制を構築することを目的とし、県民を対
象として、失語症者向け意思疎通支援者養成研修を実施する。

3,510 3,510 3,510

【総　額】
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